
寒河江市建設工事元請下請関係適正化指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」とい

う。）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年

法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」という。）に基づき、寒河江市

（以下「市」という。）が発注する建設工事を施工するに当たって、元請と下

請が遵守すべき必要な事項及び市が指導するための基準を定めることにより、

元請と下請との関係の適正化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 元請 下請契約における注文者をいい、工事が数次の下請契約により行わ

れる場合は、市から直接工事を請け負った者及び当該工事に関する下請契約

における全ての注文者をいう。 

⑵ 下請 下請契約における請負者をいい、工事が数次の下請契約により行わ

れる場合は、市から直接工事を請け負った者から当該工事の一部を請け負っ

た者及び当該工事に関する下請契約における全ての請負者をいう。 

⑶ 下請工事 市が発注する工事で、下請が元請からその工事の一部を請け負

って施工する工事をいう。 

（一括下請負の禁止） 

第３条 法第２２条、入札契約適正化法第１４条及び寒河江市建設工事請負契約

約款（令和４年市告示第２４号。以下「約款」という。）第７条の規定によ

り、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を

発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 



（下請契約締結の義務） 

第４条 元請は、下請工事を発注したときは、下請工事の着工前に次の各号のい

ずれかの約款（以下「下請約款」という。）及び契約書（以下「下請契約書」

という。）に基づき下請契約を締結し、履行しなければならない。 

⑴ 建設工事標準下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会勧

告）による建設工事下請契約書 

⑵ 建設工事標準下請契約約款に準拠した下請契約書 

⑶ 一般社団法人全国建設業協会が制定した工事下請基本契約約款及び下請工

事基本契約書による注文書及び注文請書（注文書及び請書による契約の締結

について（平成１２年６月２９日付け建設省経建発第１３２号）に規定する

要件を満たす書面に限る。次号において同じ。） 

⑷ 一般社団法人全国建設業協会が制定した個別工事下請契約約款による注文

書及び注文請書 

  

（下請代金額） 

第５条 元請は、下請工事を発注したときは、下請代金額を工事を施工するため

に通常必要と認められる原価に満たない額としてはならない。 

２ 元請は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金額を減じてはな

らない。 

（下請報告書等） 

第６条 市から直接工事を請け負った元請は、下請（計画・変更・結果）報告書

（様式第１号）及び下請業者一覧表（様式第２号）を市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が提出の省略を認める場合は、この限りではない。 

２ 市から直接工事を請け負った元請は、下請契約を締結したときは、その下請

代金額にかかわらず、施工体系図（様式第３号）、施工体制台帳（様式第４



号）及び再下請負通知書（様式第５号）に建設業法施行規則（昭和２４年建設

省令第１４号）第１４条の２第２項及び第１４条の４第３項に掲げる書類の写

し（以下「添付書類」という。）を添付し、市長に提出しなければならない。

ただし、再下請負通知書及びその添付書類の提出にあっては、下請がさらに他

の建設業を営む者に請け負わせるときに限る。 

３ 市から直接工事を請け負った元請は、下請契約を締結したときは、前２項に

規定する書類に約款第１１条の現場代理人等指定（変更）通知書を添付し、市

長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、変更のある書

類に関し、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、変更があった日から

工事完成予定日までの期間が１４日に満たない場合は、次項の規定による提出

をもって提出したものとみなす。 

５ 市から直接工事を請け負った元請は、当該工事を完成したときは、約款第  

３３条の完成通知書を添付し、市長に提出しなければならない。 

６ 第２項の工事にあっては、工事現場に施工体制台帳及び再下請負通知書を備

え置き、施工体系図を掲示しなければならない。 

７ 下請は、労働者名簿及び賃金台帳を整備しなければならない。この場合にお

いて、元請は、必要に応じてその報告を求めることができる。 

８ 市は、市から直接工事を請け負った元請に対して、必要に応じて下請の施工

能力事項、下請工事内容等を記載した書類を提出させることができる。 

（下請からの暴力団の排除） 

第７条 元請は、約款第４９条第９号に該当する者（以下「暴力団関係業者」と

いう。）を下請（資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。）と

してはならない。 

２ 下請約款及び下請契約書には、暴力団関係業者と判明した場合に契約を解除



する旨を規定し、当該事案に該当するときは下請契約を解除しなければならな

い。 

３ 市から直接工事を請け負った元請は、下請（建設工事の下請に限る。以下こ

の条において同じ。）から暴力団排除に関する誓約書（様式第６号）を徴し、

市長に提出しなければならない。この場合において、当該元請が寒河江市契約

に関する規則（平成９年市規則第１２号）第２５条第２項の指名競争入札参加

有資格者名簿に登録されていないときは、暴力団排除に関する誓約書（元請

用）（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（暴力団等からの不当要求時の対応） 

第８条 元請及び下請は、寒河江市暴力団排除条例（平成２４年市条例第１６

号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当な要求を受けたとき

は、ただちに警察署へ通報するとともに市長に報告しなければならない。 

（施工状況の確認） 

第９条 発注担当の課長等（以下「各関係課長等」という。）は、第６条第３項

及び第４項の規定による書類の提出があったときは、監督職員に、次に掲げる

事項を確認させるものとする。 

⑴ 配置技術者の適格性及び専任制 

⑵ 健康保険（日雇健康保険を含む。以下同じ。）、厚生年金保険及び雇用保

険の加入状況 

⑶ 当該工事の下請予定額の合計が４，５００万円（建築一式工事の場合は

９，０００万円）以上である場合は、報告されている監理技術者が監理技術

者資格者証の交付を受けている技術者であって、かつ、５年以内に監理技術

者講習を修了している者であること。 

⑷ 工事を一括して下請に請け負わせていないこと。 

⑸ 法に規定する軽微な建設工事のみを施工する場合を除き、下請が建設業の



許可を受けていること。 

⑹ 市から直接工事を請け負った元請が一般建設業者である場合は、下請代金

額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上で

ないこと。 

２ 各関係課長等は、前項の規定による確認において同項各号の規定に違反して

いる疑い又は事実がある場合は、財政課長に報告しなければならない。 

（下請選定の留意事項） 

第１０条 元請は、下請を選定するときは、次に掲げる事項に留意しなければな

らない。 

⑴ 下請は、法第３条の許可を受けた者とするものとし、やむを得ず許可を受

けていない者とする場合には、提供する材料費に留意すること。 

⑵ 下請は、その工事を施工するに足りる技術力を有し、法に規定する主任技

術者を適切に配置できること。 

⑶ 下請は、その工事を施工するに足りる労働力及び機械器具を確保できるこ

と。 

⑷ 下請が常時１０人以上の労働者を使用しているときは、就業規則を作成

し、労働基準監督署に届出がなされていること。 

⑸ 経営が安定していること｡ 

⑹ 賃金が常に適正に支払われ、支払の遅延等がないこと。 

⑺ 過去において労働災害を頻繁に起こしていないこと。 

⑻ 法第２８条第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ぜられた期間又

は寒河江市建設工事請負業者等指名停止規程（平成１２年市告示第１９号）

に定める指名停止の期間に該当しないこと。 

⑼ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入し、当

該保険料を適正に納付していること。 



⑽ 建設業福祉共済団の共済及び建設業退職金共済に加入し、当該掛金を適正

に納付していること。 

⑾ 工事の性質上、工事の一部が再下請されると認められるときは、下請代金

の不払を起こすおそれがないこと。 

（下請代金の支払条件） 

第１１条 元請は、市から前払金の支払を受けたときは、下請に対し、資材の購

入、労働者の確保その他工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努

めなければならない。 

２ 元請は、市から部分払及び完成払の支払を受けたときは、受けた日から１か

月以内に遅滞なく、下請に対し、出来形部分に相応する部分払及び完成払を行

わなければならない。 

３ 下請代金の支払は、現金払とするものとし、やむを得ない場合は現金と手形

の割合において現金が６０パーセント以上になるよう努めるとともに、手形期

間は６０日以内になるよう努めなければならない。この場合において、元請の

都合により現金払を手形払に変更するときは、当該手形の割引に要する費用

は、元請が負担しなければならない。 

４ 元請は、工期又は請負代金額（市が元請に支払う金額をいう。次項において

同じ。）に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあるときは、請負契約を締結

するまでに、下請に対して、その旨を必要な情報と併せて通知しなければなら

ない。 

５ 下請は、工期又は請負代金額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると

きは、請負契約を締結するまでに、元請に対して、その旨を必要な情報と併せ

て通知しなければならない。 

６ 元請は、工期内に賃金水準又は物価水準の変動により下請代金額を変更する

必要が生じたときは、下請約款及び下請契約書の定めるところにより、変更の



措置をとらなければならない。 

７ 元請は、注文した下請工事に必要な資材を元請から購入させる下請契約を締

結したときは、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前に、

その工事に使用する資材の代金を支払わせてはならない。 

８ 元請が法第１７条の特定建設業者である場合の下請契約の下請代金は、当該

下請工事の目的物の引渡しの申出があった日から５０日以内に遅滞なく、下請

に対し、支払わなければならない。 

９ 元請が特定建設業者である場合には、下請が倒産、資金繰りの悪化等によ

り、下請工事の施工に関し、他者（当該下請以外の下請を含む。）に損害を与

えることのないよう下請の保護及び指導に十分配慮しなければならない。 

（下請工事の施工管理） 

第１２条 市から直接工事を請け負った元請は、下請工事に係る施工管理を的確

に行うとともに、下請に対して指導、助言その他の必要な措置を行わなければ

ならない。 

（労働環境整備及び雇用管理体制） 

第１３条 元請は、下請に対し、次に掲げる事項について指導しなければならな

い。 

⑴ 労働者の雇入れに当たっては、労働契約書による契約又は雇入通知書の交

付をすること。 

⑵ 賃金は、毎月１回以上一定日に通貨でその全額を直接労働者に支払うこ

と。 

⑶ 労働者に対し、下請工事に係る技能訓練を実施するよう努めるとともに、

安全衛生教育を実施し、労働災害発生の防止に努めること。 

⑷ 雇用者に対し、１年に１回以上定期健康診断を実施すること。 

⑸ 労働者災害補償保険を補完する任意の保険の加入に努めること。 



⑹ 労働者に対する退職金を積み立てること。 

（関係法令の周知徹底） 

第１４条 元請は、下請に対し、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守するよう指導す

るとともに、違反の事実が生じた場合には、速やかに是正のための適切な処置

を講ずるよう指導しなければならない。 

（市の指導等） 

第１５条 市は、この要綱の適正な施行を確保し、その趣旨の徹底を図るため、

次に定める措置等を行うものとする。 

⑴ この要綱の遵守について、市から直接工事を請け負った元請に対して必要

な指導、助言及び勧告を行う。 

⑵ 前号の指導等に従わない場合又は指導した事項に関する措置結果が適切と

認め難い場合には、法第２８条に基づく監督処分又は寒河江市建設工事請負

業者等指名停止規程に基づく指名停止を行う。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和８年３月１日から施行し、改正後の第９条の規定は、令和７

年２月１日から適用する。 

 


